
６５歳超雇用推進助成金 ６５歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き 正誤表 

 

ﾍﾟｰｼﾞ 正 誤 掲載日 

1 第 1 ご利用にあたって 

 ３ 申請方法 

 （１）支給申請期間 

  ・・・ 

  ※改正後就業規則が複数ある場合の支給申請期間は、定年の引上げ等制度の実

施を行った規則の施行日の属する月の翌月から起算します。 

第 1 ご利用にあたって 

 ３ 申請方法 

 （１）支給申請期間 

  ・・・ 

  ※改正後就業規則が複数ある場合の支給申請期間は、定年の引上げ等制度

の実施を行った規則の施行日の属する月から起算します。 

R8.4 

13 第 2 支給要件等 

 ３ 2 回目の申請について 

 

第 2 支給要件等 

 ３ 2 回目の申請について 

 

 

 

 

 

 

21 第 3 制度の実施についての詳細説明 

 １ 定年の引上げ等の制度の実施について 

（6）支給対象とならない場合の例  

⑫ 希望者全員継続雇用の基準として、解雇・退職事由とは異なる基準が設けら

れており、希望者全員継続雇用を導入していることの確認ができない場合 

 

 第 3 制度の実施についての詳細説明 

  １ 定年の引上げ等の制度の実施について 

（6）支給対象とならない場合の例  

⑫ 継続雇用を行う対象者の基準に解雇・退職事由に該当しない基準が設

けられている場合（希望者全員継続雇用制度となっていない） 

 

 

53 第 6 支給申請書等の記入方法 

  １ ６５歳超雇用推進助成金支給申請書（継続様式第２号（１）） 

  （裏面）留意事項 

   １ 記入上の注意 

   ［⑪欄］本助成金の申請回数を記入してください。 

第 6 支給申請書等の記入方法 

  １ ６５歳超雇用推進助成金支給申請書（継続様式第２号（１）） 

  （裏面）留意事項 

   １ 記入上の注意 

   ［⑪欄］本助成金の申請回数を記入してください（2 回目の申請が可能

なのは、1 回目の受給が令和２年度末までに支給申請を行い、かつ実

 

R8.8.1~R8.11.16  



継続様式第２号　別紙

（65歳超継続雇用促進コース）

令和7年5月1日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長　殿　

申請事業主代表者　職名・氏名

労働者代表氏名

１．支給申請書について補足・補正事項がある場合は、該当するものに☑を入れて下欄にその理由をご記入ください。

 本社等主たる事業所の所在地と登記事項証明書等の所在地が相違している場合

代表取締役　高齢　太郎

千葉　大

下記の内容に間違いのないことを労働者代表に確認

しましたか。

はい

記載事項補正・補足票

施内容が 70 歳未満の制度導入であった場合（定年が 70 歳未満、継続

雇用年齢が 70 歳以上の場合を除く）に限ります）。 

56  ２ 規則（継続様式第 2 号（２）） 

 （裏面）留意事項 

  ［類型］欄 …それ以外の制度の実施日から起算して 6 か月前の日以降に適用

されていた規則は「6 か月前規則」… 

 

２ 規則（継続様式第 2 号（２）） 

（裏面）留意事項 

［類型］欄 …それ以外の支給申請日から起算して 6 か月前の日以降に適用

されていた規則は「6 か月前規則」… 

 

 

60  ６ 記載事項補正・補足票（継続様式第２号 別紙） 

 

 

 

６ 記載事項補正・補足票（継続様式第２号 別紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 ７ 旧就業規則に関する申立書（補助様式） 

 

７ 旧就業規則に関する申立書（補助様式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 Q11 支給申請書提出後、本社の名称／所在地／代表者／振込先が変更になりました。どの

ような手続きが必要ですか。 

Q11 支給申請期間外に支給申請書等をお預かりすることはできませんのでご了承くだ

さい。支給申請期間内の申請をお願いします。 

 

継続様式第２号　別紙

（65歳超継続雇用促進コース）

令和7年4月30日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長　殿　

申請事業主代表者　職名・氏名

労働者代表氏名

１．支給申請書について補足・補正事項がある場合は、該当するものに☑を入れて下欄にその理由をご記入ください。

 本社等主たる事業所の所在地と登記事項証明書等の所在地が相違している場合

記載事項補正・補足票

代表取締役　高齢　太郎

千葉　大

下記の内容に間違いのないことを労働者代表に確認し

ましたか。

はい

令和 8 年 4 月 30 日 令和 8 年５月１日 

令和 8 年 4 月 30 日 


